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新型コロナウイルス感染拡大防止への協力要請 

 

 感染拡大防止を図るため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第２４条第９項に基づ

き、令和４年３月３１日まで次に掲げる感染拡大防止対策を要請します。 

なお、今回の要請の期間や内容については、今後の感染状況等により変更する場合があ

ります。 

 

令和３年９月９日（令和３年９月１３日適用） 

（令和３年１１月２２日改訂） 

 

        山梨県知事 長崎 幸太郎 

 

１ 山梨県民の皆様へ 

①  日常生活を営むに当たり、身体的距離の確保、マスクの着用、手洗いや手指消毒な

どの基本的な感染対策を徹底するとともに、十分な換気（３０分間に１回程度）を行

うよう要請します。冬季は暖房使用により換気がおろそかになりがちなため、特に

定期的な換気に留意してください。 

②  人混みへの外出、密閉・密集・密接の「三つの密」のある場への外出、基本的な感

染防止対策が行われていない施設の利用を自粛するよう要請します。 

③  基本的な感染防止対策の行われていない大人数での会食については、自粛するよ

う要請します。 

会食に際しては、基本的な感染防止対策が行われていない施設の利用は避け、事

業者が行う感染防止対策が山梨県が示す基準に適合しているものとして認証する制

度（以下、「やまなしグリーン・ゾーン認証制度」という。）により認証を受けた施設

を利用するとともに、当該施設が定める利用時間などの感染防止ルールを厳守する

よう要請します。 

④  スマートフォンを活用して感染者と接触した可能性がわかる接触確認アプリ（略

称：ＣＯＣＯＡ）の利用を進めるよう要請します。 

  


